
１－１ 

議題１（委員会決裁事項（規則第３条第６号）） 

 

 

知事からの意見聴取に対する回答の承認について 

 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29 条の規定により知事から意見を求めら

れた令和７年９月定例府議会に提出された次の議案について、大阪府教育委員会事務決裁

規則第５条に基づき教育長が代決により異議がない旨を回答した。 

この代決を、大阪府教育委員会事務決裁規則第７条第２項に基づき承認する。 

 

 

令和７年９月19日 

 

 

大阪府教育委員会       

 

 

〇事件議決案 

 １ 工事請負契約締結の件（大阪府立支援学校施設整備事業） 

２ 工事請負契約締結の件（大阪府立門真スポーツセンター機械設備改修工事） 

〇条例案 

１ 大阪府学校医等の公務災害補償に関する条例一部改正の件 

 

 

＜参考＞ 

  〇地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

  （教育委員会の意見聴取） 

第29条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分そ

の他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成

する場合においては、教育委員会の意見をきかなければならない。 

  〇大阪府教育委員会事務決裁規則 

（事務の専決及び代決） 

第５条 第３条各号に規定する事項について緊急やむを得ないときは、教育長がその

事項を代決することができる。 

（専決した事項等の報告） 

第７条  （略） 

 ２ 第５条の規定により教育長が代決したときは、速やかに委員会の会議において

報告し、その承認を受けるものとする。 



１－２ 

○事件議決案 

 
番号 

 
件     名 概          要 

１ 工事請負契約締結の件 
（大阪府立支援学校施 
設整備事業） 

大阪府立生野支援学校新築その他工事請負契約 
契約金額 ６５億２，３００万円 
請負者  大鉄・南海辰村・中道特定建設工事共同企業体 

２ 工事請負契約締結の件 
（大阪府立門真スポー 
ツセンター機械設備改 
修工事） 

大阪府立門真スポーツセンター機械設備改修工事請負契約 
契約金額 ８億４，１５０万円 
請負者  須賀工業株式会社 

 
〇条例案 

 
番号 

 
件     名 概          要 

１ 大阪府学校医等の公務

災害補償に関する条例

一部改正の件 

補償の範囲、金額及び支給方法等の規定について、公立学校の

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定め

る政令で定める基準によることとする等の改正を行う。 
施行予定期日：公布の日 

  

 

 



第 号議案 

   工事請負契約締結の件 

 大阪府立生野支援学校新築その他工事請負契約を次のとおり締結する。 

  令和７年 月 日提出 

大 阪 府 知 事  吉  村  洋  文   

 契約金額  6,523,000,000円 

 請 負 者  住所 大阪市淀川区西中島三丁目９番15号 

       名称 大鉄・南海辰村・中道特定建設工事共同企業体 

           代表者 大鉄工業株式会社 代表取締役社長 半 田 真 一  １
－
３

 



第 号議案 

   工事請負契約締結の件 

 大阪府立門真スポーツセンター機械設備改修工事請負契約を次のとおり締結する。 

  令和７年 月 日提出 

大 阪 府 知 事  吉  村  洋  文   

 契約金額  841,500,000円 

 請 負 者  住所 東京都江東区富岡一丁目26番20号 

       名称 須賀工業株式会社 執行役員大阪支社長 中 川   修 

１
－
４

 



大
阪
府
条
例
第 

 
 

号 

大
阪
府
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
 

 
 

大
阪
府
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
四
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示

す
よ
う
に
改
正
す
る
。 改

正
後 

改
正
前 

 
 

（
補
償
の
範
囲
、
金
額
及
び
支
給
方
法
等
） 

第
三
条 

補
償
の
範
囲
、
金
額
及
び
支
給
方
法
そ
の
他
補

償
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
定

め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科

医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定

め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）

で
定
め
る
基
準
に
よ
る
。 

                                

（
報
告
、
出
頭
等
） 

第
四
条 

大
阪
府
教
育
委
員
会
は
、
補
償
の
実
施
又
は
審

査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
補
償
を
受

け
、
若
し
く
は
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
他
の
関

係
人
に
対
し
て
報
告
を
さ
せ
、
文
書
そ
の
他
の
物
件
を

提
出
さ
せ
、
出
頭
を
命
じ
、
又
は
医
師
の
診
断
若
し
く

は
検
案
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

（
補
償
基
礎
額
） 

第
三
条 

補
償
は
、
療
養
補
償
及
び
介
護
補
償
を
除
き
、

補
償
基
礎
額
を
基
礎
と
し
て
行
う
。 

２ 

前
項
の
補
償
基
礎
額
は
、
負
傷
若
し
く
は
死
亡
の
原

因
で
あ
る
事
故
が
発
生
し
た
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て

疾
病
の
発
生
が
確
定
し
た
日
に
お
け
る
当
該
学
校
医

等
の
そ
れ
ぞ
れ
医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
と
し
て

の
経
験
年
数
に
応
じ
て
、
別
表
に
定
め
る
額
に
よ
る
。 

３ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
、
学
校
医

等
の
負
傷
若
し
く
は
死
亡
原
因
で
あ
る
事
故
が
発
生

し
た
日
又
は
診
断
に
よ
つ
て
疾
病
の
発
生
が
確
定
し

た
日
に
お
い
て
、
他
の
生
計
の
み
ち
が
な
く
主
と
し
て

学
校
医
等
の
扶
養
を
受
け
て
い
た
も
の
を
扶
養
親
族

と
し
、
扶
養
親
族
の
あ
る
学
校
医
等
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
に
よ
る
金
額
に
、
第
一
号
及
び
第
三
号
か
ら

第
六
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
扶
養
親
族
に

つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
二
百
十
七
円
を
、
第
二
号
に
該

当
す
る
扶
養
親
族
に
つ
い
て
は
一
人
に
つ
き
三
百
三

十
四
円
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
て
得
た
額
を
も
つ
て
補

償
基
礎
額
と
す
る
。 

 

一 

配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。） 

 

二 

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子 

 

三 

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫 

 

四 

六
十
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母 

 

五 

二
十
二
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹 

 

六 

身
体
又
は
精
神
に
著
し
い
障
害
の
あ
る
者 

４ 

扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
十
五
歳
に
達
す
る
日

後
の
最
初
の
四
月
一
日
か
ら
二
十
二
歳
に
達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
特

定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
あ
る
子
が
い
る
場
合
に
お
け

る
扶
養
加
算
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
百

六
十
七
円
に
特
定
期
間
に
あ
る
当
該
扶
養
親
族
た
る

子
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額

に
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

 

（
補
償
基
礎
額
の
限
度
額
） 

第
四
条 

休
業
補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日

が
当
該
休
業
補
償
に
係
る
療
養
の
開
始
後
一
年
六
月

を
経
過
し
た
日
以
後
の
日
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
休

業
補
償
（
以
下
「
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
」
と
い
う
。
）

に
係
る
前
条
の
規
定
に
よ
る
補
償
基
礎
額
が
、
長
期
療

養
者
の
休
業
補
償
を
受
け
る
べ
き
学
校
医
等
の
休
業

補
償
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
日
の
属
す
る
年

度
（
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い

１
－
５

 



           

（
一
時
差
止
め
） 

第
五
条 

補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
が
、
正
当
な

理
由
が
な
く
て
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、

文
書
そ
の
他
の
物
件
を
提
出
せ
ず
、
出
頭
を
せ
ず
、
又

は
医
師
の
診
断
を
拒
ん
だ
と
き
は
、
大
阪
府
教
育
委
員

会
は
、
補
償
の
支
払
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き

る
。 

                  

第
六
条 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 
  

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
二

年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

                  

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
四
月
一
日
に
お
け
る
年
齢
に
応

じ
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤

師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三

十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い

う
。
）
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学

大
臣
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
に
満
た
な
い

と
き
又
は
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
を
超
え
る

と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
定
め
る
額
を
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
に
係
る
補

償
基
礎
額
と
す
る
。 

  

第
五
条 

傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
又
は
遺
族
補

償
年
金
（
以
下
「
年
金
た
る
補
償
」
と
い
う
。
）
に
係

る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
補
償
基
礎
額
が
、
年
金
た
る

補
償
を
受
け
る
べ
き
学
校
医
等
の
年
金
た
る
補
償
を

支
給
す
べ
き
月
の
属
す
る
年
度
の
四
月
一
日
（
以
下

「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
年
齢
（
遺
族
補
償

年
金
を
支
給
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
学
校
医
等
の

死
亡
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
場
合
に
得

ら
れ
る
当
該
学
校
医
等
の
基
準
日
に
お
け
る
年
齢
）
に

応
じ
政
令
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部

科
学
大
臣
が
最
低
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
に
満
た

な
い
と
き
又
は
最
高
限
度
額
と
し
て
定
め
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
定
め
る
額
を
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償

基
礎
額
と
す
る
。 

 

（
補
償
の
範
囲
、
金
額
、
支
給
方
法
等
） 

第
六
条 

補
償
の
範
囲
、
金
額
、
支
給
方
法
等
に
つ
い
て

は
、
法
及
び
こ
の
条
例
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
場
合
を

除
く
ほ
か
、
非
常
勤
職
員
の
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例

（
昭
和
四
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
三
十
九
号
）
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
の
公
務
上
の
災
害
に
対
す

る
補
償
の
範
囲
、
金
額
、
支
給
方
法
等
の
例
に
よ
る
。 

 

第
七
条 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 
  

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
二

年
十
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

別
表
（
第
三
条
関
係
） 

医
師
、
歯

科
医
師
又

は
薬
剤
師

と
し
て
の

経
験
年
数 

五
年
未

満 

五
年
以

上
一
〇

年
未
満 

一
〇
年

以
上
一

五
年
未

満 

一
五
年

以
上
二

〇
年
未

満 

二
〇
年

以
上
二

五
年
未

満 

二
五
年

以
上 

学
校
医
及

び
学
校
歯

科
医
の
補

償
基
礎
額 

円 

六
、

六
一
八 

円 

八
、

二
八
三 

円 

九
、 

七
九
五 

円 

一
〇
、

九
二
三 

円 

一
一
、

七
一
八 

円 

一
二
、

四
三
八 

学
校
薬
剤

師
の
補
償

基
礎
額 

五
、

五
六
八 

六
、

四
七
〇 

七
、

〇
三
八 

八
、

〇
九
三 

八
、

九
五
〇 

九
、

三
九
八 

 

備
考 

 
 

１ 

医
師
、
歯
科
医
師
又
は
薬
剤
師
（
以
下
「
医
師
等
」
と
い
う
。）

１
－
６

 



附 

則 

（
施
行
期
日
等
） 

１ 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
大
阪
府
学
校
医
等
の
公
務
災
害
補
償

に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。 

（
適
用
区
分
） 

２ 

新
条
例
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
公
務
災
害

補
償
並
び
に
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
及
び

遺
族
補
償
年
金
で
同
日
以
後
の
期
間
に
つ
い
て
支
給
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の

他
の
公
務
災
害
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

                                      

と
し
て
の
経
験
年
数
は
、
医
師
等
の
免
許
を
取
得
し
た
後
の
も

の
と
す
る
。 

 
 

２ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

年
数
を
医
師
等
と
し
て
の
経
験
年
数
に
加
え
た
年
数
を
医
師
等

と
し
て
の
経
験
年
数
と
み
な
し
て
、
こ
の
表
を
適
用
す
る
。 

 
 
 

一 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
若
し

く
は
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ

る
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十

一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
（
同
法
に
よ
る
専
門

職
大
学
の
前
期
課
程
を
修
了
し
た
場
合
を
含
む
。
）
後
実
地
修

練
を
経
た
者 

一
年 

 
 
 

二 

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
博
士
の
学
位
の
授

与
を
受
け
る
に
必
要
な
能
力
を
与
え
る
た
め
の
課
程
を
修
了

し
た
者 

四
年 

 
 
 

三 

旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
院
又
は
研
究
科
の
第
二
期
若
し
く

は
後
期
の
課
程
を
修
了
し
た
者 

五
年 

 
 
 

四 

旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
院
又
は
研
究
科
の
前
期
の
課
程
を

修
了
し
た
者 

三
年 

 
 
 

五 

旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
院
又
は
研
究
科
の
第
一
期
の
課
程

を
修
了
し
た
者 

二
年 

 
 

３ 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

年
数
を
医
師
等
と
し
て
の
経
験
年
数
か
ら
減
じ
た
年
数
を
医
師

等
と
し
て
の
経
験
年
数
と
み
な
し
て
、
こ
の
表
を
適
用
す
る
。 

 
 
 

一 
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
で
修
業
年
限
が
五
年
の

も
の
を
卒
業
し
た
者 

二
年 

 
 
 

二 

旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
で
修
業
年
限
が
四
年
の

も
の
を
卒
業
し
た
者 

医
師
及
び
歯
科
医
師
に
あ
つ
て
は
三

年
、
薬
剤
師
に
あ
つ
て
は
一
年 

 
 
 

三 

旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
で
修
業
年
限
が
三
年
の

も
の
を
卒
業
し
た
者 
歯
科
医
師
に
あ
つ
て
は
四
年
、
薬
剤

師
に
あ
つ
て
は
二
年 

 
 

４ 

備
考
２
の
各
号
及
び
備
考
３
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
者
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
備
考
２
及
び
備
考
３
の
規
定
に
よ
る
取
扱
い
に
準
じ
て
医

師
等
と
し
て
の
経
験
年
数
を
加
減
す
る
。
た
だ
し
、
旧
大
学
令

に
よ
る
大
学
を
卒
業
し
た
後
実
地
修
練
を
経
な
か
つ
た
者
及
び

こ
れ
と
同
程
度
の
者
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
す
る
者
に

つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

１
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